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○日野市公契約条例施行規則 

平成30年９月28日 

規則第50号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、日野市公契約条例（平成30年条例第１号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（適用範囲） 

第３条 条例第６条に規定する公契約の範囲は、次の各号のいずれかに該当するもの（以

下「対象契約」という。）とする。 

(1) 予定価格が１億円以上の工事又は製造の請負の契約 

(2) 工事及び製造以外の請負の契約のうち、次に掲げるもの 

ア 予定価格が3,000万円以上の廃棄物収集・運搬・再資源化の業務に関するもの 

イ 予定価格が3,000万円以上の子育て支援施設運営の業務に関するもの 

ウ 学校給食及び保育園給食調理の業務に関するもの 

(3) 日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年条例第20号）

第７条の規定により締結する協定のうち、別表に掲げる施設に関するもの 

（台帳の作成及び報告） 

第４条 条例第９条に規定する規則で定める記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 対象契約の件名 

(2) 対象契約の履行開始日及び履行期限 

(3) 受注者及び受注関係者の氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏

名）、所在地（法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地）並びに担当者の

氏名、所属部署及び連絡先 

(4) 労働報酬下限額 

(5) 対象契約に係る業務に従事した時間数 

(6) 労働報酬下限額に、次条に規定する算定労働時間数を乗じた基準額 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 条例第９条の規定により作成する台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当
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該各号に定める時期に作成しなければならない。 

(1) 第３条第１号に掲げる契約 毎月 

(2) 第３条第２号に掲げる契約 市長が指定する時期 

（算定労働時間数） 

第５条 前条第１項第６号に規定する算定労働時間数とは、労働者等が対象契約に係る業

務に従事した時間数に、次に掲げる時間数を加えた時間数をいう。この場合において、

合計した時間数に１時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上の時は１時間

とし、30分未満の時は切り捨てる。 

(1) １日について８時間を超えて従事した時間数に100分の25を乗じた時間数 

(2) 労働基準法（昭和22年法律第49号）に規定する休日に従事した時間数に100分の35

を乗じた時間数 

(3) 午後10時から翌日の午前５時までの間に従事した時間数に100分の25を乗じた時間

数 

(4) １月について60時間を超えて時間外労働に従事した時間数に100分の50を乗じた時

間数 

（立入調査をする職員の証明書） 

第６条 条例第14条の規定により受注者の事務所等へ立ち入り、労働者等の労働条件が分

かる書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問する市の職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

２ 前項の証明書は、立入調査員証（別記様式）によるものとする。 

（公表） 

第７条 条例第17条第２項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 対象契約の件名及び締結日 

(2) 受注者又は受注関係者の氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者氏名）

及び所在地（法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地） 

(3) 対象契約の解除をした場合は、その日及び理由 

(4) 対象契約の終了後に受注者及び受注関係者が条例の規定に違反したことが判明し

た場合は、その違反の内容及びそれに対する措置 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 条例第17条第２項の規定により公表する方法は、市のホームページに掲載する方法に
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より行うものとする。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この規則は、平成30年10月１日から施行する。 

付 則（令和３年規則第109号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則（令和５年規則第70号） 

この規則は、令和９年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

区分 対象施設 

１ 日野市立児童館条例（平成20年条例第47号）に定める地域型児童館のうち日野市立たまだ

いら児童館ふれっしゅ及び日野市立みなみだいら児童館ぷらねっと 

２ 日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例（平成４条例第22号）に定める市営自転車

等駐車場 

３ 日野市市民の森ふれあいホール条例（平成23条例第29号）に定める日野市市民の森ふれあ

いホール 

４ 日野市市民会館条例（昭和59年条例第29号）に定める日野市民会館及び七生公会堂 

５ 日野市立福祉センター条例（昭和41年条例第12号）に定める日野市立福祉センターのうち

日野市立七生福祉センター 

６ 日野市立市民ギヤラリー条例（昭和57年条例第６号）に定める日野市立市民ギヤラリー 

７ 日野市東部会館条例（平成元条例第26号）に定める日野市東部会館 

８ 日野市体育施設条例（昭和62年条例第18号）第２条第１項に定める日野市体育施設及び同

条第２項に定める公園体育施設（日野市民陸上競技場を除く。） 

９ 日野市立南平体育館条例（令和３年条例第42号）に定める日野市立南平体育館 

  

10 日野市多摩平の森産業連携センター条例（平成27年条例第34号）に定める日野市多摩平の

森産業連携センター 

11 日野市遊び場条例（昭和46年条例第36号）に定める運動広場のうち豊田児童グラウンド、

程久保運動広場、多摩川百草ふれあい広場及び百草台運動広場 
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